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新潟市介護保険事業等運営委員会について 

 

１．所掌事務について 

本市附属機関等に関する指針に基づき、「介護保険事業等運営委員会」を開催するこ

ととし、下記の事項に対し、委員の皆さまよりご意見をいただきます。  

※ 開催要綱全文については資 料 1-3 を参照。 

・新潟市介護保険事業計画の策定及び実施等に関する事項 

・地域包括支援センターの設置及び運営等に関する事項 

・その他介護保険事業の円滑な実施に関する事項 

 

（１）介護保険事業計画策定及び実施 

介護保険事業計画は、介護保険事業の実施について市町村ごとに作成している計画

であり、３年に１回見直しを行っています。 

前年度においては、平成３０年度から平成３２年度（２０１８年度から２０２０年

度）を計画期間とする第７期介護保険事業計画を策定したことを踏まえ、本年度は、

計画の進行管理を行うに当たり、委員の皆さまからご意見をいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考：関係法令） 
●介護保険法 
第１１７条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。 
２～１０ （略） 
１１ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 
１２・１３ （略） 
 
●介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（厚生労働省告示第５７号） 
第二 介護保険事業計画の作成に関する事項 
 一 介護保険事業計画の作成に関する基本的事項 
  １・２ （略） 
  ３ 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備 
    市町村介護保険事業計画を作成するに当たっては、次に掲げる体制整備を図るとともに、現に保健医

療サービス又は福祉サービスを利用している要介護者及びその家族等をはじめ被保険者の意見を反映
させるために必要な措置を講ずるものとする。（以下略） 

   （一） （略） 
   （二） 市町村介護保険事業計画作成委員会等の開催 
       介護保険事業の運営及び地域包括ケアシステムの構築については、幅広い関係者の協力を得

て、地域の課題や目指すべき方向性を共有し、地域の実情に応じたものとすることが重要である。
このため、学識経験者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者(第一号被保険者及び第二
号被保険者を代表する者をいう。以下同じ。)、介護給付等対象サービス利用者及びその家族、費
用負担関係者等の幅広い関係者の意見を反映することが必要である。このため、こうした幅広い
関係者から構成される市町村介護保険事業計画作成委員会等を開催して意見集約をすることが
重要である。この場合においては、事務を効率的に処理するため、既存の審議会等を活用しても
差し支えない。 

       なお、市町村介護保険事業計画を作成する過程では、その他の専門家及び関係者の意見の反映
並びに情報の公開にも配慮することが重要である。 

  （三） 被保険者の意見の反映 
       市町村介護保険事業計画により示される介護給付等対象サービスの量の水準が保険料率の水

準にも影響を与えることに鑑み、市町村は、市町村介護保険事業計画を作成しようとするときは、
あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされている。このた
め、市町村介護保険事業計画作成委員会等を設置するに当たっては、公募その他の適切な方法に
よる被保険者代表者の参加に配慮すること。また、被保険者としての地域住民の意見を反映させ
るため、地域における聞き取り調査の実施、公聴会の開催、自治会を単位とする懇談会の開催等
の工夫を図ることが必要である。 

   （四） （略） 
  ４～８（略） 
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（２）地域包括支援センター運営事業の円滑な実施 

介護保険法に基づき実施している地域包括支援センターの設置・運営に関して、そ

の中立性・公平性の確保に係る事項や、センターの人材確保支援等についてご意見を

いただきます。 

【会議の主な所掌内容】 

    ・地域包括支援センターの設置（選定・変更）に関する事項 

    ・地域包括支援センターの運営・評価に関する事項 

    ・地域における多機関ネットワーク（地域における介護保険以外のサービスとの

連携）に関する事項 

    ・地域包括支援センターの職員（専門職）の確保に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．委員の任期について  

  ３年以内。本年度から選任の方は、平成３０年９月から平成３３年（２０２１年）３

月末日までを予定しています（平成３３年（２０２１年）４月が次期改選）。 

     

３．会議の開催予定数について  

  本年度は、２回程度の会議開催を予定しています（１回あたり２時間程度）。 

 平成３１年度も計画の進行管理として年２回程度、平成３２年度（２０２０年度）は次

期計画策定年度として年４回程度を開催する予定です。 

 

４．委員人数について  

  委員は全体で２０名以内となっており、今年度は２０名です。 

 

５．報酬について  

委員報酬は１回につき１３，０００円です。 

なお、お支払額は、源泉徴収後（所得税２，７１０円）の１０，２９０円になります。 

（参考：関係法令） 
●介護保険法施行規則 
第１４０条の６６ 
一  イ（略） 

ロ（１）（略） 

（２） 市町村の合併の特例等に関する法律（平成十六年法律第五十九号）第二条第二項に規定する合

併市町村又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百八十四条第一項に規定する一

部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な

運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会（指定居宅サービス事業者等（法第二十

二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。）又はこれらの者に係る団体の代表

者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民

の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関す

る学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成さ

れるものをいう。（３）及び次号ロにおいて同じ。）において認められた場合 

       （３）（略） 

二  イ（略） 

ロ 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、

公正かつ中立な運営を確保すること。 


